
 

 

 

２０１７春季生活闘争 回答集計結果について 
  

 連合本部は、２０１７春季生活闘争につき７月３日（月）午前１０時時点で取りまと

めた回答集計について、次の通り報告（最終報告）した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 連合北海道における７月４日までの集計では、妥結報告は 1９９組合。月例賃金の加重平均では、

妥結額 5,109円（定昇・ベア込み）で、昨年同時期の 4,902円を 207円上回った。 

【組合規模別賃上げ状況 2017年７月４日連合北海道集計】 
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～ ９９人 １１２ ４，９３８ 
３，６１６円 

（1.72%） 
１３４ ５，６９８ 

３，６３４円 

（1.71%） 

-１８円 

（+0.01%） 

１００～２９９人 ４５ ７，８３０ 
４，４０６円 

（1.98%） 
６０ ９，８６８ 

３，８７２円 

(1.72%) 

＋５３４円 

(+0.26%) 

３００人未満計 １５７ １２，７６８ 
４，１１０円 

（1.89%） 
１９４ １５，５６６ 

３，７８３円 

（1.72%） 

＋３２７円 

(+0.17%) 

３００～９９９人 ３４ １６，４７４ 
４，９９５円 

（1.91%） 
４４ ２１，７２８ 

４，７３２円 

（1.81%） 

＋２６３円 

(+0.10%) 

１，０００人～ ８ １４，５４４ 
５，９３３円 

（2.12%） 
１２ ２６，８４８ 

５，６４９円 

（2.14%） 

＋２８４円 

(-0.02%) 

300 人以上計 ４２ ３１，０１８ 
５，４６４円 

（2.02%） 
５６ ４８，５７６ 

５，２５８円 

（2.00%） 

＋２０６円 

(+0.02%) 

計 １９９ ４３，７８６ 
５，１０９円 

（1.99%） 
２５０ ６４，１４２ 

４，９０２円 

（1.94%） 

＋２０７円 

(+0.05%) 

 昨年と集計組合に相違があるため単純比較はできないが、300人以下の中小組合の昨年比は＋

327円となっており、大手組合（300人以上）の昨年比を上回っている。すべての組合が月例賃金

の引き上げにこだわった要求を掲げて交渉した結果、賃上げの流れが中小・地場組合にも波及し広が

った意義は非常に大きい。 

 「非正規・未組織労働者の春闘」ともいわれる最低賃金について、北海道最賃審議会がスタートし

た。７月下旬には各都道府県の最低賃金の目安が示される予定である。連合北海道は、最低賃金の大

幅引き上げと１０月１日発行に向けて、審議会での発言や各種取り組みを展開していく。 
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〇2017春季生活闘争の最終回答集計を実施した。 「底上げ・底支え」「格差是正」に重点を置

いて月例賃金にこだわった闘争を進めた結果、6月末時点で約 8割の組合が妥結に至った。 

○ 「底上げ・底支え」がはかられ、特に 300人未満の中小組合は昨年同時期を上回る結果を引

き出した。2016 春季生活闘争から提起してきた「大手追従・大手準拠などの構造を転換」す

る運動が浸透してきたものであり、賃金水準の規模間格差是正に向けて確実に前進した。 

○ 非正規労働者の賃上げ（時給）は、連合が集計を開始して初めて 20円を超えた。昨年同時期

を 3円以上上回り、率換算（連合試算）で正規の賃上げを超えている。雇用形態間の処遇格差

是正に向けて、真剣な取り組みが行われたことが窺える。正社員転換・無期転換など雇用確保

の取り組みも大きく前進している。 

○ 「所定労働時間短縮の取り組み」件数が 1000件を超えるなど、ワーク・ライフ・バランス実

現に向けて、労使が職場実態を踏まえた真摯かつ前向きな交渉・協議を進めてきたことが読み

取れる。 


